
１） 目標実現に向けてのまちづくり方針の柱 

 

 

 

 

 

 
【目標に係る課題】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２－３. 「誰もが移動しやすいコンパクトなまちづくり」の方針 

 

●都市拠点の広域的な賑わい機能の強化と連携強化 

・生駒駅周辺の賑わい機能の強化 

・東生駒駅周辺と生駒駅の機能連携をめざした拠点機能の形成 

●地域拠点におけるサービス支援機能の強化 

・北生駒駅周辺の魅力ある玄関口・拠点としての機能の強化 

・白庭台駅・登美ケ丘駅周辺の拠点環境の維持・向上 

・南生駒駅周辺の拠点環境の向上 

●その他公共交通の利活用促進に向けた環境の充実 

・駅の利活用促進に向けた環境整備 

・公共交通サービス空白地域における公共交通サービスの支援 

 

（注）前回提示の主な課題を踏まえ整理 

資料－４ 

【方針①】都市拠点を強化する 
 

目標実現に向けての 

まちづくり方針の柱 

都市づくりの目標における 

留意すべき事項 

・駅前などの都市拠点整備による公共交通の利用促

進 

・生駒駅周辺などの中心拠点への都市機能の集積

による利便性向上と活性化の促進 

・主要公共施設や都市拠点を結ぶ幹線ネットワーク

の充実 

・公共交通サービスの充実とバリアフリーの推進 【方針③】交通環境を充実する 
 

【方針②】地域拠点を強化する 
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２） 目標実現に向けてのまちづくり方針  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   都市拠点を強化する 

  ～ 広域的な賑わいと風格のある、魅力あふれる中心部に発展させよう ～ 

方針
１ 

行政施策の推進（ハード・ソフト両面） 市民等の取組みへの支援 

◆都市拠点を支える都市基
盤の整備・充実 

・拠点へのアクセスを向上さ
せるため、周辺地域の道
路網や駅前広場、駐車・
駐輪施設などの公共施設
を整備し、交通ターミナル
としての機能の充実を図り
ます。 

 

◆情報発信の取組み 

・拠点地区内の利用促進に
資する交流イベントや場
所の提供等の各種情報発
信の取組みについて、支
援します。 

 

◆交流促進の取組み 

・市民が自主的に、拠点地
区内の施設・空間等を利
用して、交流イベントを企
画・開催したり、楽しみ方
等を企画・提案・情報発信
する取組みについて、支
援を図ります。 

 

市民・行政が共に取組む協働 

◆面的整備の推進・誘導 

・あらゆる人々がいきいきと
集い、楽しみ、交流するこ
とができる拠点とするた
め、面的整備などにより計
画的な土地利用を推進
し、商業・業務、文化・交
流、アミューズメント・創造
などの機能を備えた、活
気と賑わいある拠点形成
を進めます。 

・近鉄生駒駅周辺において
は、北口再開発事業の推
進を図り、本市のメインの
玄関口・顔にふさわしい賑
わいある機能の集積強化
と、質の高い景観形成を
図ります。 

・近鉄東生駒駅周辺におい
ては、医療機関を中心とし
た、各種関連サービス機
能等の集積強化を図り、
特色ある拠点形成を図り、
生駒駅周辺拠点と連携し
た集客性の高い広域拠点
の形成を図ります。 
 

◆高質で回遊魅力あふれる
空間形成の取組み 

・ゆとりあるパブリックスペー
スの確保と、質の高い景
観形成の取組みを誘導・
促進し、ハイアメニティな
空間形成を図り、集客性と
滞留性の高い拠点の魅力
を積極的に発信していき
ます。 

・ゆとりある歩行空間の確保
や、バリアフリー化、建築
物や屋外のパブリックスペ
ースと連携した回遊性の
高い空間づくりなど、誰も
が安心して楽しく過ごせ、
歩き回遊したくなるような
拠点形成を誘導します。 
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   地域拠点を強化する 

  ～ 地域の顔となり身近な生活や交流を支援する拠点機能を育くもう ～ 

方針
２ 

◆情報発信の取組み 

・拠点地区内の利用促進に
資する交流イベントや場
所の提供等の各種情報発
信の取組みについて、支
援します。 

 

◆交流促進の取組み 

・市民が自主的に、拠点地
区内の施設・空間等を利
用して、交流イベントを企
画・開催したり、楽しみ方
等を企画・提案・情報発信
する取組みについて、支
援を図ります。 

 

◆北生駒駅周辺の魅力ある拠
点整備の推進 

・北生駒駅周辺は、学研都
市の玄関口であり、学研
都市の研究者や来訪者
等に対応した各種利便施
設やサービスの提供、交
流空間の確保など、民間
開発との連携のもと、更な
る活性化に向けて質の高
い拠点整備を推進してい
きます。 

・隣接する水辺や田園環境
との調和に十分留意した
整備を推進・誘導していき
ます。 

 
◆地域拠点を支える都市基盤
の整備・充実 

・地域拠点へのアクセスを
向上させるため、周辺から
のアクセス道路網や歩道
の整備・充実、バリアフリ
ー化、駐車・駐輪施設な
ど、地域の課題に応じた
公共施設等の整備を図
り、地域拠点のアクセス向
上と、公共交通機関の利
用増進、さらには、駅周辺
における交流人口の増大
による地域活性化を図りま
す。 

 

◆身近な生活支援・交流拠点
の形成 

・主要な鉄道駅周辺で、日
常的な商業施設や各種生
活利便施設、公共施設等
が周辺に立地している地
区について、公共交通機
関を利用しやすい交通環
境づくりと併せて、空地・
空家等を活用しつつ、日
常生活支援機能の維持・
充実や、交流環境の充
実、良好な住宅の立地誘
導など、賑わいある地区
形成を図ります。 

 
◆回遊性の高いアメニティ

空間の形成 

・ゆとりある歩行空間やパブ
リックスペースの確保、質
の高い景観形成、各地域
の自然・田園・歴史文化
等の周辺地域資源を活か
したネットワーク環境の充
実により、回遊性の高い、
日常的に愛される駅周辺
地域の形成を図ります。 

・環境形成に際しては、各
拠点の地域特性や周辺
資源特性を十分に踏まえ
つつ、個性的な緑化や水
辺空間の活用、歴史文化
的なモ チ ーフ の導入な
ど、各拠点が個性を競うよ
うな魅力ある空間形成を
進めます。 

 
◆情報発信の取組み 

・拠点地区内の空地・空家
の利用や住替え支援等に
係る情報について、民間
等との連携を図りつつ、提
供促進を図ります。 

 

行政施策の推進（ハード・ソフト両面） 

 

市民等の取組みへの支援 市民・行政が共に取組む協働 
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   交通環境を充実する 

  ～ 誰もが移動しやすい交通環境を、みんなで支え、高めよう ～ 

方針
３ 

◆幹線道路網の整備 

・南北幹線道路の強化のた
め、枚方大和郡山線、国
道 168 号線などの広域道
路の整備を関係機関とと
もに推進します。 

・交通事故多発地域におけ
る道路改良や、交通安全
施設の整備など、円滑な
交通処理の対策を図りま
す。 
 

◆公共交通拠点へのアクセ
ス強化 

・生駒駅周辺の都市計画道
路など、都市拠点を支え、
公共交通の利用促進を促
すアクセス幹線道路につ
いて、整備を図ります。 

・北生駒駅など、主要拠点
駅へのアクセスを向上さ
せるため、地域の課題に
応じて、周辺からのアクセ
ス道路網や歩道の整備・
充実等を図ります。 
 

◆産業拠点を支えるアクセ
ス道路の強化 

・北田原地区では、企業誘
致を促進するため、適切
な幹線道路の整備を行い
ます。 

・学研高山第２工区では、
関係機関との連携のもと、
学術機能等の土地利用の
検討・調整を図りつつ、必
要な幹線道路の整備を進
めます。 
 
 

 

◆学習機会拡充の取組み 

・公共交通、駐車・駐輪場、
道路・交通対策等のあり
方について、利用情報の
提供促進や、利用促進に
係る意識啓発に資する情
報発信を図ります。 

 
◆公共交通の利用促進の取

組み 

・市民が自主的に、公共交
通利用と併せて、企画・開
催するような交流イベント
の取組みについて、支援
を図ります。 

 
◆迷惑駐車等の抑制に関す

る取組み 

・ボランティアによる迷惑駐
車・駐輪等の取締まりを支
援・推進します。 

 

◆都市計画道路網のあり方検
討 

・長期にわたって未着手と
なっている都市計画道路
について、「奈良県都市
計画道路の見直しガイドラ
イン」に基づき、将来交通
量や市民等のニーズを踏
まえつつ、既存路線の活
用や交通規制などを含め
て整備の必要性を点検・
検証し、必要に応じて変
更・廃止などの見直しを検
討します。 
 

◆公共交通サービスの維持・
充実の検討 

・市民・交通事業者・行政な
どで構成する組織におい
て、今後の本市の公共交
通に関する方策を示す計
画を策定するとともに、計
画に基づき、バス・鉄道サ
ービスの維持・充実につ
いて、関係機関との連携
のもと、取組みを図り、公
共交通の利便性の向上を
図ります。 

・公共交通サービスの空白
地域において、公共交通
サービスの利用促進と、
高齢者も含めて車非利用
者が移動しやすい環境づ
くりをめざし、費用対効果
に十分留意しつつ、デマ
ンドバスや乗合タクシーな
ど、地域住民等とバス・タ
クシー事業者が連携した
日常的な足の確保方策に
ついて、検討を進めます。 

・駅周辺へのマイカー乗り
入れ規制など、ノーマイカ
ーデーを推進します。 
 

◆産業拠点を支える公共交通
サービスの充実 

・北田原地区では、幹線道
路整備に合わせた公共交
通サービスを検討します。 

 

行政施策の推進（ハード・ソフト両面） 

 

市民等の取組みへの支援 市民・行政が共に取組む協働 
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◆自転車の利用の対策の推
進 

・生駒駅・東生駒駅・白庭台
駅・学研北生駒駅周辺に
おいて、自転車等放置禁
止区域に指定し、放置自
転車等の撤去を 行いま
す。 

・マイカー利用のみに頼ら
ない生活スタイルの普及
をめざし、自転車通行空
間の充実や、電動アシスト
自転車の普及支援、レン
タサイクルの活用促進、自
転車シェアリングの支援な
ど、自転車利用を促進す
る取り組みを検討していき
ます。 

 
 

 ◆駅周辺の駐車・駐輪対策の
推進 

・生駒駅・東生駒駅周辺を
違法駐車等防止重点地
域に指定し、交通指導員
による巡回・啓発活動を推
進します。 

・生駒駅北口開発と併せ
て、駐車場の拡充を図ると
ともに、各鉄道駅につい
て、空地等を活用しつつ、
関係機関と連携しつつ、
地域の実情・課題に応じ
た駐車・駐輪施設の充実
を検討していきます。 

 

行政施策の推進（ハード・ソフト両面） 

 

市民等の取組みへの支援 市民・行政が共に取組む協働 
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交通体系の方針図 
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１） 目標実現に向けてのまちづくり方針の柱 

 

 

 

 

 

 
【目標に係る課題】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

２－４. 「みんなが住み続けられる安心まちづくり」の方針 

 

●既存住宅団地等の活力の維持・増進 

（高齢者の移動支援） 

（買物不便地区の対策） 

●減災のまちづくりの推進 

（地域のコミュニティづくりなど） 

●生活道路・排水対策 

（古くからある市街地などの狭隘な道路の解消） 

（下水道の整備促進） 

（合併処理浄化槽の設置促進） 

●協働のまちづくりの活性化 

・協働のまちづくりの活性化 

（人材の育成、市民へのまちづくりに関する情報提供、地域におけるまちづ

くり活動に対する支援） 

 

（注）前回提示の主な課題や議論を踏まえ整理 

【方針①】住環境を充実する 
 

目標実現に向けての 

まちづくり方針の柱 

都市づくりの目標における 

留意すべき事項 

・地域との協働による減災・防犯、福祉・子育て環境

の充実の仕組みづくり 

・協働のまちづくりのための人材育成 

・高齢化・少子化を考慮した持続可能なコミュニティ

の再生 

・安全・安心な地域づくりための公共施設や空閑地

の活用 

・生活道路、下水道など、地域課題に対応した生活

環境の充実 

 

【方針③】安全・安心を育む 
 

【方針②】生活基盤を充実する 
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２） 目標実現に向けてのまちづくり方針  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

   住環境を充実する 

  ～ 地域の実情に応じて、住環境をみんなで充実していこう ～ 

方針
１ 

◆市営住宅の適正な維持管

理の推進 

・市営住宅の適切な維持管
理により、建築物の長寿
命化と、良好な住宅環境
を維持するとともに、高齢
者等に配慮した居住空間
のバリアフリー化を進めま
す。 

 

◆良好な地域づくりへの取
組み 

・良好な住環境の維持・向
上に向けて、地域住民が
学んだり話し合ったりする
自治会等の活動につい
て、情報発信や相談など
支援を図ります。 

 
◆地区計画等のまちづくり

の取組み 

・良好な住環境の維持・向
上に向けて、地区計画制
度や景観法等の既存制
度等の活用促進をめざ
し、各種情報の提供や相
談、専門家派遣など、地
域住民の一体となった取
組みや人材育成を支援し
ます。 
 

◆住宅改良等の情報発信の
取組み 

・市民全てが高齢期を迎え
ても、住み慣れた地域・住
宅で、安心・安全な生活
が送れるよう、耐震改修や
リフォーム、バリアフリー化
など、住宅の改良等に資
する各種情報の発信を支
援します。 
 

 
 

 

◆既成市街地における、居住
環境の改善 

・道路や公園などの都市基
盤が十分に整備されてい
ない既成市街地では、地
区計画制度等を活用しつ
つ、地域の合意形成を進
めながら、木造老朽家屋
の更新・不燃化や、協調
建替、共同化等を図り、併
せて、狭い道路の拡幅、
セットバックや、オープン
スペースの確保など、居
住環境の向上を誘導して
いきます。 

 
◆低・未利用地を活かした、

ゆとりある住宅地の整
備・誘導 

・市街化区域内の宅地化農
地や未利用地を含む地区
では、周辺環境との調和
に留意しつつ、地区計画
制度や面的な整備手法等
を活用しつつ、地域の合
意形成を進めながら、都
市基盤の伴った宅地整備
の誘導とともに、自然や田
園環境との共生をめざし
た、ゆとりある良好な居住
環境の形成を誘導してい
きます。 

 

◆古くからの大規模住宅団
地のエリアマネジメント
取組み 

・古くからの大規模住宅団
地や既成市街地におい
て、高齢化や団地の老朽
化に伴う環境の荒廃化の
抑制や、団地内コミュニテ
ィや自治活動等の活性化
が図れるよう、空地・空家
のアメニティ・交流空間と
しての利活用促進や、公
共施設の維持・管理、日
常生活ｻｰﾋﾞｽの充実、住
み替えや２世帯居住等へ
の支援を図るなど、地域
住民が主体的に取組むエ
リアマネジメントの活動に
ついて支援と誘導を図りま
す。 

 

行政施策の推進（ハード・ソフト両面） 

 

市民等の取組みへの支援 市民・行政が共に取組む協働 
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   生活基盤を充実する 

～ 生活基盤をみんなで充実し、持続可能な地域づくりを進めよう ～ 

方針
２ 

◆生活排水対策の取組み 

・下水道への接続、合併処
理浄化槽への転換、浄化
槽や宅地内配水設備の
適正な維持管理につい
て、市民への啓発と理解
の推進を図ります。 

 

◆資源循環型社会への取組
みの支援 

・ごみの減量・発生抑制・リ
サイクル促進に向けて、市
民への啓発活動や情報
提供を図ります。 

・ごみの不法投棄を防止す
るため、市民への啓発等
の情報発信や学習機会の
拡充を支援します。 

・市民が自主的に行う、環
境美化等の取組みを支援
します。 

 

◆上水道の安定供給の推進 

・安定した水道水の供給を
図るため、将来の企業立
地動向と需要を踏まえつ
つ、水道水源の確保を図
ります。 

・水質の維持・浄水技術の
向上のため、浄水場の統
合・改良を進めます。 

・雨水などを利用する手法
の調査・検討を図り、水資
源の有効活用を 進めま
す。 
 

◆下水道の整備推進 

・公共下水道の整備ととも
に、合併処理浄化槽など
の生活排水処理施設の設
置を促進し、快適な生活
環境づくりと河川水質の
向上を図ります。 

・竜田川浄化センター、山
田川浄化センターや下水
道管渠などの下水道施設
の適正な維持・管理を図り
ます。 
 

◆廃棄物処理施設の整備と
資源循環型社会の推進 

・清掃リレーセンターおよび
清掃センターの適正な管
理・運営に努め、処理能
力の維持・向上を図りま
す。 

・資源ごみの適正な分別・
回収するシステムの整備
を推進し、リサイクル拠点
の整備および BDF の利活
用を図ります。 

・新たなエネルギー（バイオ
マス、太陽光、雨水など）
を利活用する取組みの調
査・検討を進めます。 

 

◆協働による狭隘な生活道
路の改善と、歩行環境の充
実 

・既成市街地等における、
安全面や防災面で問題が
みられる狭あいな主要生
活道路については、日常
生活における快適で便利
な交通を確保するため、
地権者の協力を得なが
ら、車両通行規制による
安全な通行の確保や、道
路拡幅や歩行空間の整
備に努めます。 

 

◆生活排水対策の取組み 

・下水道への接続、合併処
理浄化槽への転換、浄化
槽や宅地内配水設備の
適正な維持管理につい
て、指導・誘導を 図りま
す。 

 

 

行政施策の推進（ハード・ソフト両面） 
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   安全・安心を育む 

～ 身近な環境における安全・安心を、みんなで育もう ～ 

方針
３ 

◆市街地の耐震化・不燃化の
取組みの支援 

・一般建築物の耐震診断・
改修の支援を継続し、耐
震化を推進していきます。 

 
◆防災意識の啓発と自主防
災体制の強化 

・市民・企業の防災意識の
向上を図るため、様々な
方法で、防災に対する情
報提供を図ります。 

・自主防災組織の結成を促
進するとともに、住民等の
防災訓練への参加促進を
図ります。 

 

 

◆防災まちづくりの推進 

・市が管理すべき河川・水
路について、地域の現状
に配慮した治水対策を講
じるとともに、竜田川、富
雄川等の一級河川の改修
を県に働きかけていきま
す。 

・大和川流域の総合治水対
策として、ため池治水利用
施設や雨水貯留浸透施
設の整備を行います。 

・市有建築物や避難施設の
早急な耐震診断と適切な
改修を実施します。 

・既存の公園の防災機能の
強化について、検討して
いきます。 

・災害の抑制を図るため、減
災に資する自然地等の保
全を図るとともに、防災上
問題があり宅地利用に適
さない土地については、
宅地利用の規制・誘導を
検討していきます。 

 
 

◆都市基盤の防災対策の取
組み 

・上・下水道、電気、ガス、
通信などのライフラインに
ついて、災害時における
被害の軽減を図るため、
耐震化を推進します。 

・ため池崩壊を未然に防ぐ
ため、マニュアルシートの
作成を指導し、適切な維
持管理を支援していきま
す。 
 

◆市街地の耐震化・不燃化の
取組み 

・道路が狭く木造老朽建築
物が密集する既成市街地
において、建築物の耐震
化の促進、建物の更新と
併せた公園やオープンス
ペースの確保、セットバッ
ク等による生活道路の拡
幅など、市街地の防災性
の向上を図っていきます。 
 

◆災害時応急体制の強化 

・地震等災害発生時に、的
確な判断に基づき行動が
できるよう、災害時の情報
処理方法や対応をマニュ
アル化し、情報システムと
して整備します。 

・災害時要援護者や観光客
も含めた的確な避難が図
れるよう、要援護者情報の
把握に努めるとともに、関
係機関等との連携のもと、
避難・誘導体制の強化を
図ります。 

 

行政施策の推進（ハード・ソフト両面） 
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◆安全・安心な地域づくりへ
の取組み 

・安全・安心な地域づくりに
向けて、地域住民が学ん
だり話し合ったりする自治
会等の活動について、支
援を図ります。 

・各種情報の提供や相談、
専門家派遣など、地域住
民の一体となった取組み
や 人 材育 成を 支 援し ま
す。 

 
 

◆道路のバリアフリー化と交
通安全対策の推進 

・安全で快適な歩行空間を
確保するため、人や車の
交通量が多い鉄道駅周辺
や公共施設集積地周辺
等では、歩道の設置や段
差の解消、手摺り等の設
置など、道路のバリアフリ
ー化を推進します。 

・交通事故が多発する交差
点や危険個所において、
信号機や横断歩道などの
設置を関係機関に要望す
るとともに、街灯、カーブミ
ラー、ガードレール等の交
通安全施設を整備・管理
します。 

 
◆公共施設のバリアフリー化 

・庁舎や学校施設、保育施
設など、各種の公共施設
において、高齢者や障が
い者はもちろん、子どもや
妊婦、ベビーカーが安心
して移動できるよう、段差
の解消やスロープ・手摺
の設置など、バリアフリー
化を図ります。 

 

◆中核的な医療施設の設置
推進 

・二次救急医療などを担う
地域の中核的な病院の設
置を図るとともに、周辺の
バリアフリー化や公共交
通等のアクセスしやすい
環 境 の 充 実 等 を 図 り ま
す。 

 
 

◆高齢者福祉等の支援環境
の充実 

・自治会等と連携しつつ、高
齢者サロンとして活動でき
る場所の拡大を図ります。 

・地域福祉活動のための拠
点の整備を支援し、住民
の福祉活動への参加や地
域の交流を促進します。 

 
◆子育て支援環境の充実 

・宅地開発が進む地域で増
加する保育需要に対応す
るため、私立保育所を開
設し、待機児童の解消を
図ります。 

・子育て支援に関する研修
会や育児教室などの各種
教室など、誰もが子育て
に興味を持ち参加できる
ような機会を拡大します。 

 
◆空地・空家や駅周辺の利便

性を活かした各種交流環
境の充実 

・身近で日常的な交流環境
（高齢者福祉、子育て支
援、コミュニティ活性化）等
の充実に向けては、地域
の空地・空家の活用や、

寄駅周辺での導入検討
など、地域住民ニーズを
踏まえつつ、有効な取組
みを誘導・促進していきま
す。 

 

行政施策の推進（ハード・ソフト両面） 
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